
 

施設管理業務仕様書 

 

Ⅰ 清掃業務 

 １ 対象施設及び範囲 

   沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。 

 ２ 人員の配置 

      業務を適正・誠実に遂行できる者２名を配置する。 

 ３ 業務の実施時間 

   開館日の８：００～１７：００ 

   その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。 

   開館日は１２月２９日～１月３日以外の毎日。 

 ４ 業務内容 

  (１) 日常清掃 

   ア タイル、長尺シート、石面及びカーペット等の清掃 

        ①常設展示室及び海と礎の回廊(毎日) 

        ②その他の場所(適宜) 

      イ  展示ケースの清拭(毎日) 

   ウ ガラス手すりを含む手すり等の清拭(適宜) 

      エ  窓ガラスの清拭(適宜) 

   オ トイレの清掃(毎日) 

   カ トイレのチリ紙及び石鹸の補給(毎日)  

   キ 灰皿、くずかご処理(毎日) 

      ク  館外のチリ拾い、花木への散水等委託者が指示すること(適宜) 

      ケ  芳香剤を館内１４カ所に設置し、定期的に交換すること 

  (２) 定期清掃 

   ア 長尺シート洗浄ワックス塗布仕上げ       (年１回) 

   イ タイル及び石面洗浄              (年１回) 

   ウ カーペットの薬液洗浄             (年１回) 

   エ 窓ガラス清拭                 (年１回) 

   オ 階段、手すり、シャッター及び門扉等の錆落とし (年１回) 

   カ 建物の塩流し及び館外石面の洗浄             (年１回) 

キ 池の洗浄                                      (年２回) 

  (３) その他 

   ア 職員による展示室清掃の際には、協力すること。 

 ５ 業務実施要領 

  (１) 日常清掃は次のとおり行うものとする。 

   ア 清掃は４の(１)に示すとおり行うことを原則とする。但し、その汚染状況に応じて委

託者が必要と認めた場合は随時行うものとする。 

   イ 長尺シート、タイル面及び石面はモップ掃除を行う。 

   ウ カーペット面は真空掃除機をかける。 

   エ トイレの不具合箇所については修理を行う。修理困難な場合は委託者と協議してその

指示に従うこと。 

   オ 汚物、くずかご、灰皿等の内容物は、糸満市が定めるゴミの分別基準に従い分別した

後、構内の塵芥置き場に運ぶ。 

   カ トイレのチリ紙及び石鹸(箱も含む)の補給は受託者の負担により行う。 

   キ 玄関マットは適宜取り替え、洗浄を行う。 



  (２) 定期清掃は次のとおり行うものとする。 

   ア 長尺シート及びタイル面の洗浄ワックス塗布仕上げ。 

   イ カーペットの薬液洗浄。 

   ウ 窓ガラス清掃。 

   エ 階段、手すり、シャッター及び門扉等の薬液を用いての錆落とし。 

   オ 建物の塩流し、館外石面の洗浄。 

カ 池の洗浄。 

   キ 上記定期清掃の具体的な期日については、調整の上、決定する。 

   ク 清掃は休館日や閉館時間後等に行う。 

   ケ 業務の実施に当たっては、別紙業務面積表、業務箇所図面によることとする。 

 ６ 日誌の記録 

   作業員は、毎日日誌を記録するものとする。 

 

 

Ⅱ 警備業務 

 １ 対象施設及び業務の範囲 

   沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。 

 ２ 人員の配置 

   業務を適正・誠実に遂行できる者２名を配置する。 

   ただし、休館日（１２月２９日～１月３日）及び暴風警報発令中は１名を配置する。 

 ３ 業務の実施時間 

   勤務時間は警備員 A は８：００から１７：００までと警備員 B は９：００から 

  １９：００までの２名体制とする。 

   その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。 

   通常営業日は１２月２９日～１月３日以外の毎日。 

   休館日（１２月２９日～１月３日）の勤務時間は８：００から１７：００とする。 

 ４ 業務内容 

  (１) 不審者の排除 

  (２) 出入利用者のチェック 

  (３) 非常時の応急措置 

  (４) 館内外の巡視及び施錠の確認 

  (５) 警報装置等の操作 

   (６) 機械警備の操作(セット及び解除) 

 ５ 業務実施要領 

    (１) この業務に従事する者の定位置は、通用口横の守衛室又は受付カウンター付近とし、

その場で出入りする者のチェックを行うこと。 

  (２) 不審な者や物品等については、常に誰何を行い、盗難等の防止に努めること。 

  (３) 盗難、火災、事故の発生には常に注意を払い、これらを発見した場合は、直ちに関係

機関に通報又は依頼するとともに係員に報告すること。 

  (４) モニターの監視については、係員から指示された事項を遵守し実行すること。 

  (５) 緊急事態の発生により援助を必要とする場合は、応援を求めるなど状況に応じ適切な

処置をとること。 

 ６ 日誌の記録 

   作業員は、毎日日誌を記録するものとする。 

 

 

Ⅲ 受付業務 



 １ 人員の配置 

   受付業務にふさわしく、業務を適正・誠実に遂行できる者３名を配置し、常に接遇等の資

質の向上を図ることとする。昼休みは交代制とし、常時２名配置すること。 

 ２ 委託業務の実施時間 

   開館日の８：３０～１７：１５ 

   その他防災訓練及び沖縄戦についての学習会等のため勤務を命ずる時間。 

   開館日は１２月２９日～１月３日及び燻蒸作業日（３日間：令和８年度は 7 月 14 日～16

日を予定）以外の毎日。 

 ３ 業務内容 

  (１) 来館者への案内。 

  (２) 入館者数の記録並びに半券のもぎり業務。 

    (３) 音声ガイド機器の貸し出し及び返却業務。 

  (４) 徴収した観覧料の保管。 

  (５) 沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（昭和４９年沖縄県

条例第３０号）第５条第１項及び別表第１に定める観覧料（以下「収入金」とい

う。）を、沖縄県平和祈念資料館を利用する者から徴収、沖縄県に納入までに関する

業務。 

  (６) 収入金があるときは、沖縄県財務規則（昭和４７年沖縄県規則第１２号、以下「財務

規則」という。）に定める調定元帳（財務規則様式第１０４号（その２））により調定

する。 

  (７) 収入金の徴収にあたっては、口頭又は掲示により納入の通知を行うものとし、また収

入金の徴収は直接現金徴収によるものとし、収入金を納付した者に対し、領収書（観覧

券）を交付し、その日の収入金合計について日計締切書（観覧者人数及び収入金額）を

作成する。 

  (８) 財務規則第３２条及び条例第５条第３項の規定により、収入金は前納とする。 

  (９) 収入金を収納したときは、当該収入金を現金払込書（財務規則様式第２０号（その２））

により、原則として、徴収した日の直近の火曜日までに県の指定金融機関等に払い込む

ものとする。 

     ただし、火曜日が休日等にあたるため、払い込むべき指定金融機関等が休業の場合又

は沖縄県平和祈念資料館が休館日の場合には、その日後に最も近い、指定金融機関等が

休業でない日に払い込むこととする。 

     また、これにかかわらず、必要と認めるものについては、別に定める期間までに払い

込むこと。 

  (10) 調定したとき、及び収入金の払い込みをしたときは、調定報告書および収納金払込報

告書（財務規則様式第２６号）により、当該月分を翌月の１０日までに関係書類を添付

の上、沖縄県知事公室長に報告しなければならない。 

  (11) 収入金について、現金出納簿（財務規則様式第１１３号）を備えて、徴収及び払い込

みの都度、これを記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。ただし、

徴収金整理簿において、特に認めた場合においては作成を省略することができる。 

     徴収した収入金の取扱いにあたっては、十分なる注意を払い、盗難又は紛失があった

ときは、速やかに報告しなければならない。 

     また、自己の責に帰すべき事由により収入金の盗難又は紛失があったときは、その損

害を賠償しなければならない。 

 ４ 業務実施要領 

  (１) 受付業務員の定位置は、受付カウンター及びもぎりカウンターとする。 

  (２) 開館前にカウンターの清拭を行う。 

  (３) 制服を受託者で準備し、着用する。 

  (４) つり銭は、必要な金額を受託者で準備する。 

  (５) 徴収した観覧料については、１日の観覧者（有料・無料別）の報告や関係書類の作成



など、別紙フロー図に基づき処理する。 

  (６) 観覧料徴収及び払込に使用する用紙は受託者で準備する。 

  (７) 現金の保管については受託者にて金庫を準備する。 

 

 

Ⅳ 環境衛生管理業務 

 １ 業務の目的 

   建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管理法」という。)及び労働

安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則に定める環境衛生管理基準を確保することを目的

とする。 

 ２ 業務の範囲 

   沖縄県平和祈念資料館の館内及び館外。 

 ３ 建築物環境衛生管理技術者の選任 

   館内の維持管理全般が環境衛生上適正に行われるように監督するため、ビル管理法第６条

に定める建築物環境衛生管理技術者を選任すること。 

   なお、当該管理技術者は、建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者を充てるととも

に、ビル管理法施行規則第１条に定める主務官庁への届け出は受託者が行うものとする。 

 ４ 業務実施要項 

  (１) 空気環境測定(２カ月に１回、１７ポイント) 

     浮遊粉塵量、一酸化炭素、二酸化炭素、気流及び相対湿度の測定を行う。 

  (２) 照度の測定(６カ月に１回、１７ポイント) 

     空気環境測定を実施する際に同時に実施する。 

  (３) ねずみ等害虫駆除(６カ月に１回、館内全域 10,179 ㎡) 

   (４) ホルムアルデヒド量の測定（年１回） 

     事務所、警備室、男子更衣室、女子更衣室、資料調査研究室、中央監視室の     

６ポイントを予定。 

  (５) 給水設備 

   ア 飲料水水質検査(１回) 

     １６項目、１１項目、１２項目とする。 

   イ 雑用水(水栓便所用水)水質検査(２カ月に１回) 

   ウ 残留塩素検査(飲料水・雑用水)(週に１回) 

   エ 貯水槽の清掃(１回)   

   オ 簡易専用水道法定検査(１回) 

 

 

Ⅴ 機械警備業務 

  １  警備対象物件 

      沖縄県平和祈念資料館。 

 ２ 警備時間 

      機械警備開始から解除時間までとする。 

  ３  警備方法 

  (１) 設置した警報装置の監視により警備対象に対する不法侵入・盗難・火災等を早期に発

見し、関係機関に通報すると共に緊急出動し、必要な応急措置を行う。 

  (２) 警報装置の点検・修理・修復を行う。 

  (３) 必要に応じて警備巡回車にて巡回警備を行う。 

  ４  費用負担 

   (１) 警報装置の設置及び保守点検の費用は、受託者が負担する。ただし、受託者の責めに



よらない場合には、この限りではない。 

  (２) 契約終了による警報装置の撤去及びこれに伴う付帯費用は、受託者の負担とする。た

だし、受託者の責めによらない場合には、この限りではない。 

  ５  緊急報告先 

      緊急報告先は、下記のとおりとする。 

      役職  沖縄県平和祈念資料館 総務班長 

  ６  警備報告 

      毎日の警備状況については、月１回月報を提出する。但し事故発生時または、改善・連絡

事項については、その都度報告する。 

  ７  基地局の場所 

   受託者は基地局の場所を明確にすること。 
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沖縄県平和祈念資料館 観覧料 フロー図 その１

沖縄県平和祈念資料館
施設管理業務
受託者

受付を閉鎖

受付係が発券機から
日計締切書を出力、
徴収金額と照合

現金及び日計締切書を
受付係が事務所へ移送

照合した金額等を
調定元帳へ記入、
現金を封入

封入した現金を
金庫へ入庫

金庫から現金を出庫
現金払込書の作成

日計締切書の確認
（観覧料、

入館者数等の確認）

１６：３０頃

１６：４０頃

１６：５０頃

仕様書にて
定められた日

受付

事務所

指定
金融機関等

指定金融機関等へ
払い込み

※観覧料の徴収から払い込みまでの流れ及び関係書類の作成報告については
観覧料 フロー図 その２に記載

時間 場所



沖縄県平和祈念資料館 観覧料 フロー図 その２

施設管理
業務
受託者

沖縄県
平和祈念
資料館

入館者

県指定
金融
機関等

①使用料の徴収
※原則前納とする

②観覧券の交付

③日計締切書の
作成

④調定元帳の
作成

⑥現金払込書による
払い込み

※徴収した日の
直近の火曜日まで

⑦調定報告書及び
収納金払込報告書の

提出

※毎月１０日までに
提出

※日毎作成

⑤現金出納簿の
作成



財務規則第２０号（その２）

百拾億千百拾万千百拾円 百拾億千百拾万千百拾円 百拾億千百拾万千百拾円

上記のとおり振り込みます。 上記のとおり振り込みます。 上記のとおり領収しました。

出納機関用 金融機関用 納人へ交付して下さい。

金
融
機
関
の
印

指定（指定代理・収納代理）金融機関 指定（指定代理・収納代理）金融機関 指定（指定代理・収納代理）金融機関

　　　　　銀行　　　　　支店　　殿 　　　　　銀行　　　　　支店　　殿 　　　　　銀行　　　　　支店　　殿

取扱先

代表取締役　　　　　　　　㊞ 代表取締役　　　　　　　　㊞ 代表取締役

金
融
機
関
の
印

金
融
機
関
の
印取扱先 取扱先

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

受託者 受託者 受託者

領収年月日 令和　　　年　　　月　　　日 領収年月日 令和　　　年　　　月　　　日 領収年月日 令和　　　年　　　月　　　日

収入金 沖縄県平和祈念資料館観覧料
令和　　　年　　　月　　　日（　　）分

収入金 沖縄県平和祈念資料館観覧料
令和　　　年　　　月　　　日（　　）分

収入金 沖縄県平和祈念資料館観覧料
令和　　　年　　　月　　　日（　　）分の内容 の内容 の内容

納入義務者 納入義務者 納入義務者

住所・氏名 住所・氏名 住所・氏名

項 目 節 調定番号

金額 金額 金額

款 項 目 節 調定番号 款

主務課 年度 会計 主務課

款 項 目 節 調定番号

ID番号 年度 会計 主務課 年度 会計

沖縄県 沖縄県 沖縄県

現金払込書兼領収済通知書 現金払込書控 領収証



財務規則様式第２６号

本月分 計
前月まで
の累計

本月分 計
前月の未
払込額

計
差引翌月
へ繰越

本月払込
額

令和　年　月分

調 定 額 収 納 済 額 今 月 の 払 込 額

　（款）使用料及び手数料　　（項）使用料　　（目）総務使用料　　（節）平和祈念資料館使用料

種 別

調 定

件 数 金 額

前月まで
の累計

本月の
領収額

払 込

件 数 金 額

本

月

分

の

内

訳

平和祈念資料館観覧料

調　　　　定 

収納金払込

報　　告　　書

備考１　受託者にあつては委託収納領収証（副）を添付すること。

　上記のとおり報告します。

　　　　　令和　年　月　日

収納受託者 氏名　　㊞　沖縄県知事公室長　殿



財務規則様式第１０４号（その２）

（款）使用料及び手数料

（項）使用料

（目）総務使用料

（節）平和祈念資料館使用料

備考　　戻入元帳として使用するときは、科目欄は使用しない。

団体 大人 小人

一般 大人 小人

一般 大人 小人

小人

団体 大人 小人

一般 大人 小人

一般 大人 小人

団体 大人 小人

一般 大人 小人

一般 大人 小人

小人

団体 大人 小人
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摘要 受 払 残
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現金
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確認者

備考 1 各会計ごとに口座を設けて記載すること。

2 摘要欄には款名、払込金融機関名等を記載すること。
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